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９の３　略

　略

　（20）　第49条第２項の規定による浄化槽に関
する情報の提供の要求

９の３　浄化槽法に基づく事務のうち、次に掲
　げるもの

　（１）　附則第11条第１項の規定による助言及
び指導

　（２）　附則第11条第２項の規定による勧告
　（３）　附則第11条第３項の規定による勧告に
係る措置の命令

米子市、倉吉

市、境港市、

岩美郡岩美町、

八頭郡の町並

びに東伯郡湯

梨浜町及び琴

浦町

９の４　略

　略

　　　附　則

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別表８の30の項の改正規定は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第63号）の施行の日から施行する。
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議案第３９号

鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

　次のとおり鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

　　令和２年２月21日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

　　　鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

　鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例（昭和39年鳥取県条例第15号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前
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（事務の委託）

第８条　知事は、学校の施設設備の保全及び授業に関する事務並

びにこれに附随する事務を一般社団法人鳥取県歯科医師会に委

託する。

（事務の委託）

第８条　知事は、学校の施設設備の保全、授業並びに生徒の募集

及び入学選抜試験の実施に関する事務並びにこれに附随する事

務（知事のみの権限に属するものを除く。）を一般社団法人鳥

取県歯科医師会に委託する。

　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（鳥取県附属機関条例の一部改正）

２　鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

別表第１（第２条関係）

名称 調査審議する事項

別表第１（第２条関係）

名称 調査審議する事項
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A

　略

鳥取県地域医療

対策協議会

医療法第30条の４第２項第５号に規定する
救急医療等確保事業に係る医療従事者の確

保その他必要な医療の確保に関する事項

鳥取県立歯科衛

生専門学校入学

者選抜試験委員

会

鳥取県立歯科衛生専門学校の入学者の選考

に関する事項

　略

　略

鳥取県地域医療

対策協議会

医療法第30条の４第２項第５号に規定する
救急医療等確保事業に係る医療従事者の確

保その他必要な医療の確保に関する事項

　略
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（事務の委託）

第８条　知事は、学校の施設設備の保全及び授業に関する事務並

びにこれに附随する事務を一般社団法人鳥取県歯科医師会に委

託する。

（事務の委託）

第８条　知事は、学校の施設設備の保全、授業並びに生徒の募集

及び入学選抜試験の実施に関する事務並びにこれに附随する事

務（知事のみの権限に属するものを除く。）を一般社団法人鳥

取県歯科医師会に委託する。

　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（鳥取県附属機関条例の一部改正）

２　鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

別表第１（第２条関係）

名称 調査審議する事項

別表第１（第２条関係）

名称 調査審議する事項
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A

　略

鳥取県地域医療

対策協議会

医療法第30条の４第２項第５号に規定する
救急医療等確保事業に係る医療従事者の確

保その他必要な医療の確保に関する事項

鳥取県立歯科衛

生専門学校入学

者選抜試験委員

会

鳥取県立歯科衛生専門学校の入学者の選考

に関する事項

　略

　略

鳥取県地域医療

対策協議会

医療法第30条の４第２項第５号に規定する
救急医療等確保事業に係る医療従事者の確

保その他必要な医療の確保に関する事項

　略


